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不開示理由等 所管局部課等

1 R7.3.26 R7.4.8

請求人が令和６年９月４日付
で極悪違法懲戒免職処分を受
けて不当に退職させられた件
で、会計管理局総務課職員ら
が当該「退職」に伴う健康保
険の切り替え手続きの案内等
を適切に行わず、請求人が高
額の健康保険料の支払いを強
いられている事案について、
請求人が会計管理局の対応の
不備を指摘して改善措置を求
めているにもかかわらず、こ
れを無視して揉み消しを図っ
ている同局管理職・課長代理
らの極悪職権濫用パワハラ行
為の「正当性」の説明根拠と
なる全ての公文書（規程・手
引きなど）

1

本件請求の内容は、特定の個人に対する対応状況等
といった個人に関する情報で特定の個人を識別する
ことができるもの（他の情報と照合することによ
り、特定の個人を識別することができるようになる
こととなるものを含む。）又は特定の個人を識別す
ることはできないが、公にすることにより、なお個
人の権利利益を害するおそれがあるものであり、東
京都情報公開条例第７条第２号の不開示情報に該当
する。
また、本件開示請求に関しては、本件開示請求に係
る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、請
求内容に記載されている特定の個人に対する対応状
況等の様態といった、同条例第７条第２号に該当す
る不開示情報を開示することとなるため、同条例第
１０条により文書の存在を明らかにしないで不開示
とする。

会計管理局管
理部総務課

決定区分 （根拠規定）条例７条



2 R7.4.3 R7.4.16

請求人が令和６年９月４日付
で極悪違法懲戒免職処分を受
けて不当に退職させられた件
で、当該処分に係る請求人の
情報開示請求に対して、有用
性が乏しい情報の開示対応に
終始し、当該不十分な開示対
応に関する請求人の問題提起
に逆切れしてICレコーダーで
応答内容を録音するように
なったにもかかわらず、その
録音内容を文字起こしした対
応記録を作成せず、自身の対
応の不手際を揉み消そうとし
ている会計管理局総務課職員
らの極悪職権濫用隠蔽行為の
「正当性」の説明根拠となる
全ての公文書（規程・手引き
など）

1

本件請求の内容は、特定の個人に対する対応状況等
といった個人に関する情報で特定の個人を識別する
ことができるもの（他の情報と照合することによ
り、特定の個人を識別することができるようになる
こととなるものを含む。）又は特定の個人を識別す
ることはできないが、公にすることにより、なお個
人の権利利益を害するおそれがあるものであり、東
京都情報公開条例第７条第２号の不開示情報に該当
する。
また、本件開示請求に関しては、本件開示請求に係
る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、請
求内容に記載されている特定の個人に対する対応状
況等の様態といった、同条例第７条第２号に該当す
る不開示情報を開示することとなるため、同条例第
１０条により文書の存在を明らかにしないで不開示
とする。

会計管理局管
理部総務課

3 R7.4.1 R7.4.15

一般紙(朝日新聞・読売新聞・
日経新聞・産経新聞・毎日新
聞)について
①　令和７年度の公的に購読
している局ごとの部数
②　令和７年度に出している
許可証の申請と許可証
政党新聞　あかはた（日刊・
日曜版）・公明新聞・自由民
主・社会新報について
①　公的に購読している局ご
との部数
②　個人が購読している政党
機関紙の部数を把握している
ならばその部数
③　政党機関紙に許可証を出
しているのであれば、許可申
請書と許可証
④　許可証を出しているので
あれば、その根拠となる文書
又は会議録

1 1
会計管理局管
理部総務課



4 R7.4.10 R7.4.23

請求人が令和元年５月２４日
付で極悪違法懲戒処分を科さ
れた「理由」の一つである会
計管理局における情報開示請
求トラブルにおいて、請求人
が労働時間外に担当部署を訪
問して一市民として手続きを
行っているにもかかわらず、
請求人に対して開示請求書の
控えも交付しないとった無礼
かつ傲慢で規律違反に該当す
る対応に終始した会計管理局
総務課職員の違法パワーハラ
スメント行為の「正当性」の
説明根拠となる全ての公文書
（規程・手引きなど）

1

本件請求の内容は、特定の個人に対する対応状況等
といった個人に関する情報で特定の個人を識別する
ことができるもの（他の情報と照合することによ
り、特定の個人を識別することができるようになる
こととなるものを含む。）又は特定の個人を識別す
ることはできないが、公にすることにより、なお個
人の権利利益を害するおそれがあるものであり、東
京都情報公開条例第７条第２号の不開示情報に該当
する。
　また、本件開示請求に関しては、本件開示請求に
係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、
請求内容に記載されている特定の個人に対する対応
状況等の様態といった、同条例第７条第２号に該当
する不開示情報を開示することとなるため、同条例
第１０条により文書の存在を明らかにしないで不開
示とする。

会計管理局管
理部総務課

5 R7.4.17 R7.4.30

請請求人が令和元年５月２４
日付で極悪違法懲戒処分を科
された「理由」の一つである
会計管理局における平成２９
年１２月２２日の業務トラブ
ルにおいて、請求人が事前に
２時間休暇を取得していたに
もかかわらず、当該休暇時間
において請求人に仕事を続行
させた挙句に、このパワハラ
行為に係る請求人の正当な抗
議を請求人の非違事案（暴言
等）として偽装するという虚
偽告訴行為を行った会計管理
局管理職等の極悪職権濫用行
為の「正当性」の説明根拠と
なる全ての公文書（規程・手
引きなど）

1

本件請求の内容は、特定の個人に対する対応状況等
といった個人に関する情報で特定の個人を識別する
ことができるもの（他の情報と照合することによ
り、特定の個人を識別することができるようになる
こととなるものを含む。）又は特定の個人を識別す
ることはできないが、公にすることにより、なお個
人の権利利益を害するおそれがあるものであり、東
京都情報公開条例第７条第２号の不開示情報に該当
する。
　また、本件開示請求に関しては、本件開示請求に
係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、
請求内容に記載されている特定の個人に対する対応
状況等の様態といった、同条例第７条第２号に該当
する不開示情報を開示することとなるため、同条例
第１０条により文書の存在を明らかにしないで不開
示とする。

会計管理局管
理部総務課

表の見方

＜決定区分＞

・開示、一部開示、非開示（開示しない）、不存在（文書が存在しない）、存否応答拒否（文書があるかないかを明らかにしない）のうち、該当する項目に「１」を記入しています。

＜（根拠規定）条例7条＞

・一部開示及び非開示について、条例７条各号のいずれを根拠として非開示としたのかについて、該当する項目に「１」を記入しています。

＜公文書の件名＞について

・特定の個人名、法人名、またそれらの特定に結びつく可能性のある情報は○○と表記しています。

・決定区分が不存在の場合や存否応答拒否の場合は、開示請求書の請求件名を記載しています。ただし、個人情報・法人情報保護に配慮し、簡潔に表記する場合があります。


